
10
月
７
日
㈪
〜
13
日
㈰
は

行
政
相
談
週
間

1
日
合
同
行
政
相
談
所

「
行
政・法
律
な
ん
で
も
相
談
所
」

行
政
書
士
に
よ
る

書
類
作
成
無
料
相
談
会

各
種
申
請
書
な
ど
の
作
成
を
他
人
に

依
頼
す
る
と
き
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い

相
　談

木
造
住
宅
耐
震
相
談

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　
集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の
委
嘱

を
受
け
た
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
員
で

す
。
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
相
談
に
応

じ
て
、
助
言
な
ど
を
行
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
　
毎
月
第
１
木
曜
日
　
午
後
１
時
〜

３
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
相
談
室

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
内
線
216
）

年
金
・
登
記
の
行
政
相
談
を
始
め
、
税

金
に
関
す
る
相
談
、
相
続
・
離
婚
な
ど
の

法
律
相
談
も
受
付
け
ま
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
　
10
月
29
日
㈫
　
午
前
10
時
〜
午
後

３
時

と
こ
ろ
　
ナ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
　
３
階
デ
ザ

イ
ン
ホ
ー
ル

問
合
せ
先

　
総
務
省
　
中
部
管
区
行
政
評
価
局

　
☎
0
5
2
–
9
7
2
–
7
4
1
5

遺
産
分
割
協
議
書
、
遺
言
書
、
贈
与
、

売
買
な
ど
の
書
類
作
成
、
営
業
許
可
申
請
、

会
社
法
務
、
農
地
転
用
、
開
発
許
可
、
車

庫
証
明
、
ド
ロ
ー
ン
飛
行
許
可
な
ど
行
政

手
続
き
書
類
作
成
に
つ
い
て
の
無
料
相
談

会
で
す
。
広
範
囲
な
行
政
手
続
き
に
つ
い

て
、
専
門
家
が
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
　
10
月
９
日
㈬
　
午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ
　
Ｔ
ぽ
ー
と
２
階
　
レ
ン
タ
ル
ス

ペ
ー
ス
Ｔ
シ
ェ
ア

※
10
月
7
日
㈪
ま
で
に
要
予
約

※
当
日
受
付
あ
り
。
た
だ
し
予
約
優
先

申
込
・
問
合
せ
先

愛
知
県
行
政
書
士
会
碧
海
支
部
所
属

予
約
担
当
行
政
書
士
　
神
谷
祐
一

　
☎
5
5
–
1
6
3
0

　
（
平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

県
や
市
町
村
な
ど
の
官
公
署
に
提
出
す

る
各
種
申
請
書
、
届
出
書
な
ど
に
つ
い
て
、

他
人
に
そ
の
作
成
を
依
頼
・
相
談
し
た
り
、

そ
れ
ら
の
書
類
を
官
公
署
に
提
出
す
る
手

続
の
代
理
を
依
頼
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
と
き
の
た
め
に

行
政
書
士
制
度
が
あ
り
ま
す
。
行
政
書
士

は
、
行
政
書
士
会
の
会
員
と
し
て
、
行
政

書
士
法
に
基
づ
き
次
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

①
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
、
権
利
義
務
・

事
実
証
明
に
関
す
る
書
類
（
実
地
調
査

に
基
づ
く
図
面
類
を
含
む
）
の
作
成

②
①
の
書
類
を
官
公
署
に
提
出
す
る
手
続

き
の
代
理

③
行
政
書
士
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
の
契
約
代
理

④
①
の
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
の
相
談

行
政
書
士
会
の
会
員
で
な
い
者
が
、
他

人
の
依
頼
を
受
け
、
報
酬
を
得
て
①
の
業

務
を
行
う
こ
と
は
、
行
政
書
士
法
に
よ
り

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場

合
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
を
他

人
に
依
頼
す
る
と
き
は
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先
（
行
政
書
士
に
つ
い
て
）

・
愛
知
県
総
務
部
法
務
文
書
課

　
☎
0
5
2
–
9
5
4
–
6
0
2
3
（
内

線
2
1
3
6
）

・
愛
知
県
行
政
書
士
会

　
☎
0
5
2
–
9
3
1
–
4
0
6
8

お
住
ま
い
の
住
宅
が
地
震
に
対
し
て
安

全
か
ど
う
か
、
無
料
で
簡
易
耐
震
診
断
な

ど
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
新
築
・
増
築

を
予
定
し
て
い
る
方
の
相
談
に
も
応
じ
ま

す
。

と
き

　
10
月
12
日
㈯
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
11
月
９
日
㈯
　
午
前
10
時
〜
正
午

と
こ
ろ
　
い
き
い
き
広
場
１
階
会
議
室
Ａ

対
象
　
市
内
の
在
来
工
法
の
木
造
住
宅

※
プ
レ
ハ
ブ
構
造
や
ツ
ー
バ
イ
工
法
な
ど

の
特
殊
な
工
法
の
住
宅
は
除
く
。

相
談
員
　
高
浜
市
建
築
耐
震
研
究
会
所
属

耐
震
診
断
員

費
用
　
無
料

そ
の
他
　
建
築
確
認
通
知
書
ま
た
は
簡
単

な
間
取
図
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
地
希
望
の
方
に
は
、
相
談
員
が
現
地

に
出
向
き
ま
す
。
（
２
件
ま
で
）

申
込
方
法
　
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
へ
電
話
で
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
市
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
（
内
線
357
）
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